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第三部【委託会社等の情報】 

第１【委託会社等の概況】 

１【委託会社等の概況】 

(1)資本金の額（平成23年７月末現在） 

①資本金の額            1,000百万円 

②委託会社が発行する株式総数      100,000株 

③発行済株式総数             78,270株 

④主な資本金の額の増減 

平成20年３月30日に、資本金の額を3,913百万円から1,000百万円に減資しました。 

(2)委託会社の機構 

①経営の意思決定機構 

３名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任については、累積投票を

行いません。取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までとします。補欠としてまたは増員により選任された取締役の任期

は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。取締役会は、取締役の中から１名以上

の代表取締役を選定します。また、取締役会は、代表取締役の中から社長を選定します。取締

役会は、取締役の中から会長、副社長、専務取締役及び常務取締役を選定することができます。 

取締役会は社長が招集し、議長となります。社長がこれを招集することができずまたはこれを

招集することを欲しないときは、取締役会があらかじめ定めた順序にしたがい、他の取締役が

これを招集します。取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の前日までにこ

れを発します。取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集通知を省略しまたは招集期間

を短縮することができます。取締役会は、法令または定款に定める事項、その他当会社の重要

な業務の執行について決定します。 

②運用の意思決定機構 

委託会社において運用指図が行われる場合、ファンドの約款等に定められている運用の基本方

針に基づき、東京運用委員会の決定する運用方針に沿って、運用部のポートフォリオ・マネジ

ャーが行います。 

東京運用委員会は、各地域の経済・政治動向等の分析をもとにファンドに係る運用方針を立案

します。ポートフォリオ・マネジャーは東京運用委員会の立案した投資方針に基づいて、各フ

ァンドの投資方針、投資制限を考慮しつつ運用計画書を作成し、ファンド毎に銘柄選定、有価

証券の売買の指図を実行します。 

 

２【事業の内容及び営業の概況】 

(1)「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資

信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資

運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。 

(2)平成23年７月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託（親投資信託を除きます。）

は以下の通りです。 

 

種 類 ファンド数 純資産総額の合計額（百万円） 

単位型株式投資信託 1 30,669 

追加型株式投資信託 32 1,390,502 

合 計 33 1,421,171 
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３【委託会社等の経理状況】 

 

１． 当社の財務諸表は、第12期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）については、

改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以

下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、改正前の「金融商品取引業

等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に従って作成しております。また、第13期事

業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）については、改正後の「財務諸表等規則」並

びに同規則第2条の規定に基づき、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内

閣府令第52号）に従って作成しております。 

財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。 

 

２． 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期事業年度（平成21年4月1日

から平成22年3月31日まで）及び第13期事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の

財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。 
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（1）【貸借対照表】 

（単位：千円）

 第12期事業年度 第13期事業年度 

 (平成22年3月31日) (平成23年3月31日) 

資 産 の 部     

流動資産     

現金及び預金 866,454   1,609,449  

前払費用 32,747   52,444  

未収入金 1,225   210  

未収委託者報酬 374,364   547,155  

未収運用受託報酬 823,249   1,001,472  

その他未収収益 3,981   7,640  

未収利息 160   658  

流動資産計 2,102,183   3,219,031  

固定資産    

有形固定資産 ※1  ※1  

建物 300,254   279,186  

器具備品 105,731   78,951  

有形固定資産計 405,985   358,138  

無形固定資産    

ソフトウェア 9,714   7,266  

無形固定資産計 9,714   7,266  

投資その他の資産    

投資有価証券 190,328   159,650  

長期差入保証金 148,245   83,312  

保険積立金 203,758   237,200  

前払年金費用 96,053   58,344  

投資その他の資産計 638,385   538,507  

固定資産計 1,054,084   903,912  

資産合計 3,156,268   4,122,943  
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（単位：千円）

 第12期事業年度 第13期事業年度 

 (平成22年3月31日) (平成23年3月31日) 

負 債 の 部  

流動負債  

預り金 11,217  13,515

未払金 549,715  739,980

未払手数料 171,948  240,003

未払消費税等 65,980  120,251

その他未払金 311,786  379,725

未払費用 ※2 517,125 ※2 711,819

未払法人税等 7,536  10,846

前受金 19,222  19,762

流動負債計 1,104,816  1,495,924

固定負債  

退職給付引当金 157,575  150,364

役員退職慰労引当金 274,608  338,201

固定負債計 432,183  488,566

負債合計 1,537,000  1,984,490

純 資 産 の 部  

株主資本  

資本金 1,000,000  1,000,000

資本剰余金  

資本準備金 226,405  226,405

資本剰余金計 226,405  226,405

利益剰余金  

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金 392,862  912,047

利益剰余金計 392,862  912,047

株主資本合計 1,619,268  2,138,453

純資産合計 1,619,268  2,138,453

負債・純資産合計 3,156,268  4,122,943
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（2）【損益計算書】 

（単位：千円）

 第12期事業年度 第13期事業年度 

 
（自 平成21年4月 1日 

  至 平成22年3月31日） 

（自 平成22年4月 1日 

  至 平成23年3月31日） 

営業収益     

委託者報酬  5,067,822   7,955,672

運用受託報酬  1,487,516   1,833,761

その他営業収益  44,943   58,935

営業収益計  6,600,283   9,848,370

営業費用    

支払手数料  2,364,485   3,734,675

広告宣伝費  12,679   27,206

公告費  673   793

調査費  2,443,651   3,448,013

調査費  52,036  66,748 

委託調査費  2,390,921  3,380,514 

図書費  693  749 

委託計算費  85,731   136,113

営業雑経費  125,649   116,384

通信費  41,239  35,028 

印刷費  78,854  74,032 

協会費  5,264  7,004 

諸会費  290  318 

営業費用計  5,032,869   7,463,186

一般管理費    

給料  1,018,288   1,168,053

役員報酬 ※1 81,614 ※1 110,626 

給料・手当  704,911  726,218 

賞与  231,761  331,207 

交際費  3,598   7,234

寄付金  -   327

旅費交通費  18,839   20,869

租税公課  12,806   16,227

不動産賃借料  213,288   187,617

退職給付費用  91,874   102,040

役員退職慰労引当金繰入額  39,712   63,593

固定資産減価償却費  54,062   54,123

諸経費 ※3  219,888 ※3  246,140

一般管理費計   1,672,359   1,866,226

営業利益又は営業損失（△）  △104,946   518,957
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（単位：千円）

 第12期事業年度 第13期事業年度 

 
（自 平成21年4月 1日 

  至 平成22年3月31日） 

（自 平成22年4月 1日 

  至 平成23年3月31日） 

営業外収益     

受取利息  1,634   2,541

受取配当金  775   762

為替差益  35,048   8,604

その他  17   5

営業外収益計  37,476   11,914

営業外費用    

投資有価証券売却損  -   34

営業外費用計  -   34

経常利益又は経常損失（△）  △67,469   530,837

特別利益    

過年度不動産賃借料修正額   -   5,972

業績報奨金受入額   -   18,175

特別利益計  -   24,147

特別損失    

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  -   32,000

特別損失計  -   32,000

税引前当期純利益又は税引前当期 

純損失（△） 
 △67,469   522,984

法人税、住民税及び事業税 ※2 3,800 ※2  3,800

法人税等合計  3,800   3,800

当期純利益又は当期純損失（△）  △71,269   519,184
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（3）【株主資本等変動計算書】 

（単位：千円）

 第12期事業年度 

(自 平成21年4月 1日 

 至 平成22年3月31日)

第13期事業年度 

(自 平成22年4月 1日 

 至 平成23年3月31日)

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,000,000 1,000,000 

当期変動額   

当期変動額合計 - - 

当期末残高 1,000,000 1,000,000 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 226,405 226,405 

当期変動額   

当期変動額合計 - - 

当期末残高 226,405 226,405 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 464,132 392,862 

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △71,269 519,184 

当期変動額合計 △71,269 519,184 

当期末残高 392,862 912,047 

株主資本合計   

前期末残高 1,690,538 1,619,268 

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △71,269 519,184 

当期変動額合計 △71,269 519,184 

当期末残高 1,619,268 2,138,453 

純資産合計   

前期末残高 1,690,538 1,619,268 

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △71,269 519,184 

当期変動額合計 △71,269 519,184 

当期末残高 1,619,268 2,138,453 
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重要な会計方針 
 

第12期事業年度 第13期事業年度 

項  目 （自 平成21年4月 1日 

  至 平成22年3月31日） 

（自 平成22年4月 1日 

  至 平成23年3月31日） 

1.有価証券の評価基

準及び評価方法 

 

(1)満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

 

(2)その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 
 

(1)満期保有目的の債券 

 同 左 

 

(2)その他有価証券 

同 左 

 

2.固定資産の減価償

却の方法 

 

(1)有形固定資産 

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。 

建物   12年～18年 

器具備品      4～8年 

(1)有形固定資産 

同  左 

 

 (2)無形固定資産 

定額法によっております。 

ただしソフトウエア（自社利用分）

については、社内における利用可

能期間（5年）に基づく定額法によ

っております。 
 

(2)無形固定資産 

同  左 

3.引当金の計上基準 (1)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当事業年度において発生している

と認められる額を計上しておりま

す。 

なお、退職給付債務は、簡便法（直

近の年金財政計算上の責任準備金

に合理的な調整を加えた額をもっ

て退職給付債務とする方法）によ

り計算しております。また、確定

給付年金制度については、年金資

産が退職給付債務を超えるため、

前払年金費用を計上しております。
 

(1)退職給付引当金 

同  左 

 (2)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に充てる

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 
 

(2)役員退職慰労引当金 

同  左 

4.その他財務諸表作

成のための基本と

なる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

ただし、固定資産に係る控除対象

外消費税及び地方消費税は、発生

会計期間の費用として処理してお

ります。 
 

(1)消費税等の会計処理 

同  左 
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会計処理方法の変更 
 

第12期事業年度 第13期事業年度 

(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 

－ 資産除去債務に関する会計基準 

 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計

基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3

月31日）を適用しております。 

これにより、当事業年度の営業利益、経常利益

については、12,000千円、及び税引前当期純利益

については、44,000千円、それぞれ減少しており

ます。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

 

第12期事業年度 第13期事業年度 

(平成22年3月31日) (平成23年3月31日) 

※1 固定資産の減価償却累計額 

建物            55,265千円 

器具備品          80,243千円 

 

※1 固定資産の減価償却累計額 

建物            76,332千円 

器具備品         109,937千円 

 

※2 関係会社に対する資産及び負債 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ

ている関係会社に対するものは次のとおり

であります。 

未払費用            913千円 

※2 関係会社に対する資産及び負債 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ

ている関係会社に対するものは次のとおり

であります。 

未払費用           1,328千円 

 

（損益計算書関係） 

 

第12期事業年度 第13期事業年度 

(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 

※1 役員報酬の範囲額 

取締役    年額  500,000千円以内 

監査役    年額  300,000千円以内 

 

※1 役員報酬の範囲額 

取締役    年額  500,000千円以内 

監査役    年額  300,000千円以内 

※2 法人税、住民税及び事業税は住民税のみであ

ります。 

 

※3 関係会社との取引 

諸経費           8,161千円 

 

※2 法人税、住民税及び事業税は住民税のみであ

ります。 

 

※3 関係会社との取引 

諸経費           14,929千円 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

 

第12期事業年度 （自 平成21年4月1日  至 平成22年3月31日） 

発行済株式に関する事項 
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株式の種類 
前事業年度末 

株式数（株） 

当事業年度増加 

株式数（株） 

当事業年度減少 

株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

普通株式 78,270 － － 78,270 

 

第13期事業年度 （自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日） 

発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

株式数（株） 

当事業年度増加 

株式数（株） 

当事業年度減少 

株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

普通株式 78,270 － － 78,270 

 

（リース取引関係） 

 

第12期事業年度 第13期事業年度 

(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 

オペレーティング・リース取引 

 （借主側） 

オペレーティング・リース取引のうち解約

不能のものに係る未経過リース料 

 1年以内 175,792千円 

 1年超 14,649千円 

 合計 190,442千円  

オペレーティング・リース取引 

 （借主側） 

オペレーティング・リース取引のうち解約

不能のものに係る未経過リース料 

 1年以内 141,656千円 

 1年超 460,382千円 

 合計 602,038千円  

 

（金融商品関係） 

 

第12期事業年度（自 平成21年4月1日  至 平成22年3月31日） 

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適

用しております。 

 

1. 金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

 当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して

投資一任業務を行っております。 

 資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、

投機的な取引は行わない方針であります。 

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。 

また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。 

 営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払

期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されて

おります。 

 預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。 

 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 当社は、未収運用受託報酬に関連して、投資顧問業務マニュアルに従い、投資顧問部が主

要な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。 
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また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財

務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生し

た場合には、速やかに経営委員会において報告を行っております。 

  

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、

財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。また、定期的に行われる本

社との財務・資金委員会において報告を行っております。 

 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりま

せん。 

（（注） 2. 参照） 

 

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額 

（1）現金及び預金 866,454 866,454 －

（2）未収委託者報酬 374,364 374,364 －

（3）未収運用受託報酬 823,249 823,249 －

（4）投資有価証券 181,043 181,043 －

資産計 2,245,111 2,245,111 －

（1）その他未払金 311,786 311,786 －

（2）未払手数料 171,948 171,948 －

（3）未払費用 517,125 517,125 －

負債計 1,000,860 1,000,860 －

 

（注）1.  金融資産の時価の算定方法に関する事項 

資産 

（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。 

（4）投資有価証券 

 上記表の投資有価証券は金銭信託であり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項に

ついては、「有価証券関係」注記をご参照ください。 

負債 

（1）その他未払金、（2）未払手数料、（3）未払費用 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。 

 

（注）2.  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 

（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額 

非上場株式 9,285

 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため 
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「（4）投資有価証券」には含めておりません。 

 

（注）3.  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

 

（単位：千円）

 1年以内 1年超5年以内 

現金及び預金 866,454 － 

未収委託者報酬 374,364 － 

未収運用受託報酬 823,249 － 

投資有価証券 

 その他有価証券のうち満期があるもの
162,320 18,722 

合計 2,226,388 18,722 

 

第13期事業年度（自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日） 

1. 金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

 当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して

投資一任業務を行っております。 

 資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、

投機的な取引は行わない方針であります。 

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。 

また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。 

 営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払

期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されて

おります。 

 預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。 

 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 当社は、未収運用受託報酬に関連して、投資顧問業務マニュアルに従い、投資顧問部が主

要な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。 

また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財

務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生し

た場合には、速やかに経営委員会において報告を行っております。 

  

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、

財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。また、定期的に行われる本

社との財務・資金委員会において報告を行っております。 

 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりま

せん。 

（（注） 2. 参照） 
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（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額 

（1）現金及び預金 1,609,449 1,609,449 －

（2）未収委託者報酬 547,155 547,155 －

（3）未収運用受託報酬 1,001,472 1,001,472 －

（4）投資有価証券 150,364 150,364 －

資産計 3,308,442 3,308,442 －

（1）その他未払金 379,725 379,725 －

（2）未払手数料 240,003 240,003 －

（3）未払費用 711,819 711,819 －

負債計 1,331,548 1,331,548 －

 

（注）1.  金融資産の時価の算定方法に関する事項 

資産 

（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。 

（4）投資有価証券 

 上記表の投資有価証券は金銭信託であり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項に

ついては、「有価証券関係」注記をご参照ください。 

負債 

（1）その他未払金、（2）未払手数料、（3）未払費用 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。 

 

（注）2.  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 

（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額 

非上場株式 9,285

 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「（4）

投資有価証券」には含めておりません。 

 

（注）3.  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

 

（単位：千円）

 1年以内 1年超5年以内 

現金及び預金 1,609,449 － 

未収委託者報酬 547,155 － 

未収運用受託報酬 1,001,472 － 

投資有価証券 

 その他有価証券のうち満期があるもの
130,235 20,129 

合計 3,288,313 20,129 
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（有価証券関係） 

 

第12期事業年度 第13期事業年度 

(平成22年3月31日) (平成23年3月31日) 

1.その他有価証券 

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

金銭信託 

貸借対照表計上額 181,043千円 

取得原価     181,043千円 

差額         － 

 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額9,285千円）

については、市場価格がなく、時価を把

握することが極めて困難と認められるこ

とから、上記「その他有価証券」には含

めておりません。 

1.その他有価証券 

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

金銭信託 

貸借対照表計上額 150,364千円 

取得原価     150,364千円 

差額         － 

 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額9,285千円）

については、市場価格がなく、時価を把

握することが極めて困難と認められるこ

とから、上記「その他有価証券」には含

めておりません。 

 

 

（退職給付関係） 

 

第12期事業年度 第13期事業年度 

（自 平成21年4月1日  至 平成22年3月31日） （自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日）

1.採用している退職給付制度の概要 

当社は、退職一時金制度と確定給付年金制度を

併用しております。 

 

1.採用している退職給付制度の概要 

同 左 

2.退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務                448,943千円 

②年金資産                    387,421千円 

③未積立退職給付債務           61,521千円 

④前払年金費用               96,053千円 

⑤退職給付引当金              157,575千円 

 

2.退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務                522,205千円 

②年金資産                    430,184千円 

③未積立退職給付債務           92,020千円 

④前払年金費用               58,344千円 

⑤退職給付引当金              150,364千円 

 

3.退職給付費用に関する事項 

①退職給付費用                 91,874千円 

 

3.退職給付費用に関する事項 

①退職給付費用                102,040千円 

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付債務及び費用の計算にあたっては簡

便法を用いております。 

 

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①同 左 
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（ストック・オプション等関係） 

 

第12期事業年度 第13期事業年度 

（自 平成21年4月1日  至 平成22年3月31日） （自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日）

1.ストック・オプション等に係る当事業年度にお

ける費用計上額及び科目名 

  一般管理費                   8,161千円 

 

2.ストック・オプション等の内容 

当社は、親会社であるレッグ・メイソン・イン

クの株式報酬プランに基づき当社の役員等が受

領する株式報酬にかかる費用を負担しておりま

すが、これらの費用については、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企業会計基

準第8号 平成17年12月27日）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31

日）に準じた方法により会計処理をしておりま

す。 

1.ストック・オプション等に係る当事業年度にお

ける費用計上額及び科目名 

  一般管理費                  14,929千円 

 

2.ストック・オプション等の内容 

同 左 

 

 

（税効果会計関係） 

 

第12期事業年度 第13期事業年度 

（自 平成21年4月1日  至 平成22年3月31日） （自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日）

1.繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 1.繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

千円

繰延税金資産 

税務上の繰越欠損金 336,027

未払金 126,897

役員退職慰労引当金 111,765

退職給付引当金 64,133

未払費用 35,320

有価証券評価損 36,920

前払年金費用認容 △39,093

繰延税金資産小計 671,971

評価性引当額 △671,971

繰延税金資産合計 －

 

  

千円

繰延税金資産 

税務上の繰越欠損金 4,486

未払金 154,548

役員退職慰労引当金 137,647

退職給付引当金 61,198

未払費用 47,695

有価証券評価損 36,920

前払年金費用認容 △23,742

長期差入保証金 17,908

繰延税金資産小計 436,663

評価性引当額 △436,663

繰延税金資産合計 －

  

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、当

該差異の原因となった主要な項目別の内訳 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、当

該差異の原因となった主要な項目別の内訳 

（％）

法定実効税率                        40.7 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され     △15.2 

ない項目 

住民税均等割                      △5.6 

評価性引当金                     △25.5 

税効果会計適用後の法人税等の      △5.6 

負担率 

（％）

法定実効税率                        40.7 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され        4.3 

ない項目 

住民税均等割                        0.7 

評価性引当金                     △45.0 

税効果会計適用後の法人税等の        0.7 

負担率 
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（資産除去債務関係） 

 

第13期事業年度（自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日） 

1. 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

（1）当該資産除去債務の概要 

 当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結

しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資

産除去債務を認識しております。 

 

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法 

 使用見込期間を5年間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。 

 なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回

収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する

金額を費用計上し、直接減額しております。 

 

（3）当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 

期首残高（注） 32,000千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 － 

その他増減額（△は減少） 12,000千円

期末残高 44,000千円

 

（注）当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第21号 平成20年3月31日）を適用しているため、前事業年度の末日における残高に代

えて、当事業年度の期首における残高を記載しております。 

 

2. 貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務 

  該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等関係） 

 

［セグメント情報］ 

当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の

設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）

を行っております。 

 また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。 

 当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告

セグメントとしております。 

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

 

［関連情報］ 

第13期事業年度（自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日） 

 

1. 製品およびサービスごとの情報 

（単位：千円）

 投資運用業 投資助言・代理業 その他 合計 

外部顧客への営業収益 7,955,672 1,833,761 58,935 9,848,370
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2. 地域ごとの情報 

（1）営業収益 

 本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、

地域ごとの営業収益の記載を省略しております。 

（2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え

るため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。 

 

3. 主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円）

顧客の名称 営業収益 

LM・ブラジル国債ファンド（毎月分配型） 3,507,776

LM・オーストラリア毎月分配型ファンド 1,818,182

LM・グローバル・プラス（毎月分配型） 1,729,038

 

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

第13期事業年度（自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日） 

該当事項はありません。 

 

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

第13期事業年度（自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日） 

該当事項はありません。 

 

報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報 

第13期事業年度（自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日） 

該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

 

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号 平成20年3月21日）を適用しております。 

 

（関連当事者情報） 

 

第12期事業年度 （自 平成21年4月1日  至 平成22年3月31日） 

 

１．関連当事者との取引 

（１）財務諸表提出会社の親会社及び主要会社（会社等の場合に限る。）等 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

（被所有）

割合 

関連当事者

との関係
取引の内容 

取引 

金額 
科目 期末残高

 

親会社 

 

レッグ・メイソン・ 

インク 

 

米国 

メリーランド州 

ボルティモア 

百万米ドル

16

 

持株 

会社 

 

被所有

直接 

100% 

 

－ 
諸経費 

の支払 

（注１） 

千円 

8,161 

 

 

未払

費用

千円

913

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

（注１）諸経費の内容はストック・オプション等に係る費用であります。 
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（２）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

（被所有）

割合

関連当事者

との関係
取引の内容 

取引 

金額 
科目 期末残高

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

ウェスタン・ 

アセット・ 

マネジメント・ 

カンパニー・ 

リミテッド 

 

 

英国 

ロンドン市 

百万米ドル

13

 

金融業

 

－ 

 

役員の兼任

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

千円 

479,747 

 

 

 

未払

費用

千円

37,972

 

その他営業 

収益の受取 

（注２） 

千円 

4,908 

 

その他

未収

収益

千円

1,483

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

ウェスタン・ 

アセット・ 

マネジメント・ 

カンパニー 

 

 

米国 

カリフォルニア州 

パサディナ 

米ドル

500

 

金融業

 

－ 

 

サービス

契約 

 

投資顧問

契約 
委託調査費 

の支払 

（注１） 

 

50,268 
未払

費用
3,466

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

ウェスタン・ 

アセット・ 

マネジメント・ 

カンパニー・ 

ピーティーワイ・ 

リミテッド 

 

 

オーストラリア 

ビクトリア州 

メルボルン 

百万豪ドル

1.5

 

金融業

 

－ 

 

役員の兼任

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

千円 

615,445 

 

未払

費用

千円

66,181

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

千円 

43,231 

 

 

未払

費用

 

千円

4,159

事務所の 

敷金の支払 
- 

長期

差入

保証金

145,490

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

ウェスタン・ 

アセット・ 

マネジメント（株） 

 

東京都 

千代田区 

億円

10

 

金融業

 

－ 

 

役員の兼任

 

投資顧問

契約 

 

オフィス

の賃借 
不動産賃借 

料等の支払 
206,319 

前払

費用 17,336

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

ウェスタン・ 

アセット・ 

マネジメント・ 

カンパニ－・ 

ディーティーブイ 

エム・リミターダ 

 

 

ブラジル 

サンパウロ州 

サンパウロ 

百万ブラジル

レアル

69

 

金融業

 

－ 

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

千円 

215,960 

 

未払

費用

千円

70,911

 

諸経費の 

支払 

 

千円 

16,774 

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

レッグ・メイソン・ 

アセット・ 

マネジメント・ 

シンガポール・ 

ピーティーイー・ 

リミテッド 

 

 

シンガポール 

百万ＳＧドル

27
 

金融業

 

－ 

 

役員の兼任

 

サービス

契約 

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

 

1,383 

 

 

 

未払

費用

千円

1,520

 

その他営業 

収益の受取 

（注２） 

千円 

9,844 

 

- 

千円

-

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

レッグ・メイソン・ 

インター 

ナショナル・ 

エクイティーズ・ 

リミテッド 

 

 

英国 

ロンドン市 

百万米ドル

11

 

金融業

 

－ 

 

役員の兼任

 

サービス

契約 

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

 

104,796 

 

未払

費用

9,650

 

その他営業 

収益の受取 

（注２） 

千円 

30,191 

 

その他

未収

収益

千円

2,497

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

レッグ・メイソン・ 

インベストメンツ・ 

（ヨーロッパ） 

リミテッド 

 

 

英国 

ロンドン市 

百万英ポンド

12
 

金融業

 

－ 

 

役員の兼任

 

サービス

契約 

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

 

7,366 

 

未払

費用

 

614
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同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

クリアブリッジ・ 

アドバイザーズ・ 

エルエルシー 

 

 

米国 

ニューヨーク州 

ニューヨーク 

-

 

金融業

 

－ 

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

千円 

4,253 

 

未払

費用

千円

290

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

バッテリーマーチ・ 

ファイナンシャル・ 

マネジメント・ 

インク 

 

 

米国 

マサチュー 

セッツ州 

ボストン 

米ドル

1

 

金融業

 

－ 

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

千円 

421,862 

 

未払

費用

千円

38,168

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

レッグ・メイソン＆ 

カンパニー・ 

エルエルシー 

 

 

米国 

メリーランド州 

ボルティモア 

 

-

 

サービス業

 

－ 

 

－ 

 

調査費・ 

諸経費の 

支払 

千円 

16,794 

 

未払

費用

千円

891

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

レッグ・メイソン・ 

テクノロジー・ 

サービス・インク 

 

 

米国 

メリーランド州 

ボルティモア 

 

米ドル

1

 

サービス業

 

－ 

 

サービス

契約 

 

諸経費の 

支払 

千円 

62,111 

 

未収

入金

 

千円

343

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

ブランディワイン・ 

グローバル・ 

インベストメント・ 

マネジメント・ 

エルエルシー 

 

 

米国 

ペンシルバニア州 

フィラデルフィア 

-

 

金融業

 

－ 

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

千円 

334,500 

 

 

未払

費用

千円

162,882

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

（注１）委託調査費の支払は国内投信及び国内年金に係る運用・助言業務の再委託に対する支払であり

ます。料率は一般的な手数料水準等を総合的に勘案した上で決定しております。 

（注２）その他営業収益の内容はグループで発行しているファンドの販売支援等のサービス費でありま

す。料率は一般的な手数料水準等を総合的に勘案した上で決定しております。 

（注３）取引金額には消費税を含めておりません。期末残高には消費税を含めております。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（１）親会社情報 

レッグ・メイソン・インク （ニューヨーク証券取引所に上場） 

 

第13期事業年度 （自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日） 

 

１．関連当事者との取引 

（１）財務諸表提出会社の親会社及び主要会社（会社等の場合に限る。）等 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

（被所有）

割合

関連当事者

との関係
取引の内容 

取引 

金額 
科目 期末残高

 

親会社 

 

レッグ・メイソン・ 

インク 

 

米国 

メリーランド州 

ボルティモア 

百万米ドル

15

 

持株 

会社 

 

被所有

直接

100%

 

役員の兼任
諸経費 

の支払 

（注１） 

千円 

14,929 

 

 

未払

費用

千円

1,328

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

（注１）諸経費の内容はストック・オプション等に係る費用であります。 

 

（２）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の

子会社等 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

（被所有）

割合

関連当事者

との関係
取引の内容 

取引 

金額 
科目 期末残高
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その他営業 

収益の受取 

（注２） 

千円 

5,096 

 

 

 

その他

未収

収益

千円

1,518

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

ウェスタン・ 

アセット・ 

マネジメント・ 

カンパニー・ 

リミテッド 

 

 

英国 

ロンドン市 

百万米ドル

13

 

金融業

 

－ 
役員の兼任

 

サービス

契約 

 

投資顧問

契約 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

387,482 
未払

費用
29,384

 

その他営業 

収益の受取 

（注２） 

千円 

28,126 

 

その他

未収

収益

千円

4,184

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

ウェスタン・ 

アセット・ 

マネジメント・ 

カンパニー 

 

 

米国 

カリフォルニア州 

パサディナ 

米ドル

500

 

金融業

 

－ 

 

サービス

契約 

 

投資顧問

契約 
委託調査費 

の支払 

（注１） 

 

33,669 
未払

費用
3,482

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

ウェスタン・ 

アセット・ 

マネジメント・ 

カンパニー・ 

ピーティーワイ・ 

リミテッド 

 

 

オーストラリア 

ビクトリア州 

メルボルン 

百万豪ドル

1.5

 

金融業

 

－ 

 

役員の兼任

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

千円 

906,341 

 

未払

費用

千円

152,738

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

千円 

55,940 

 

 

未払

費用

 

千円

5,171

事務所の 

敷金の返還 
20,092 

長期

差入

保証金

125,397

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

ウェスタン・ 

アセット・ 

マネジメント（株） 

 

東京都 

千代田区 

億円

10

 

金融業

 

－ 

 

役員の兼任

 

投資顧問

契約 

 

オフィス

の賃借 
不動産賃借 

料等の支払 
174,331 

前払

費用
14,347

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

ウェスタン・ 

アセット・ 

マネジメント・ 

カンパニ－・ 

ディーティーブイ 

エム・リミターダ 

 

 

ブラジル 

サンパウロ州 

サンパウロ 

百万ブラジル

レアル

69

 

金融業

 

－ 

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

千円 

894,471 

 

未払

費用

千円

102,736

 

固定資産 

の購入 

千円 

3,828 - 

千円

-

諸経費の 

支払 

 

16,911 

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

レッグ・メイソン・ 

アセット・ 

マネジメント・ 

シンガポール・ 

ピーティーイー・ 

リミテッド 

 

 

シンガポール 

百万ＳＧドル

27
 

金融業

 

－ 

 

役員の兼任

 

サービス

契約 

 

投資顧問

契約 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

 

1,052 

 

 

未払

費用 1,658

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

レッグ・メイソン・ 

インター 

ナショナル・ 

エクイティーズ・ 

リミテッド 

 

 

英国 

ロンドン市 

百万米ドル

11

 

金融業

 

－ 

 

役員の兼任

 

サービス

契約 

 

投資顧問

契約 

 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

千円 

 

113,082 

 

 

未払

費用

千円

9,807

 

その他営業 

収益の受取 

（注２） 

千円 

25,713 

 

その他

未収

収益

千円

1,937

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

レッグ・メイソン・ 

インベストメンツ・ 

（ヨーロッパ） 

リミテッド 

 

 

英国 

ロンドン市 

百万英ポンド

20
 

金融業

 

－ 

 

役員の兼任

 

サービス

契約 

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

 

4,795 

 

未収

入金

 

210

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

クリアブリッジ・ 

アドバイザーズ・ 

エルエルシー 

 

 

米国 

ニューヨーク州 

ニューヨーク 

-

 

金融業

 

－ 

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

千円 

2,519 

 

未払

費用

千円

184
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諸経費の 

支払 

千円 

5,481 

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

バッテリーマーチ・ 

ファイナンシャル・ 

マネジメント・ 

インク 

 

 

米国 

マサチュー 

セッツ州 

ボストン 

米ドル

1

 

金融業

 

－ 

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

 

438,136 

 

 

未払

費用

千円

38,316

 

業績報奨金 

の受入 

千円 

18,175 

 

- 

千円

-

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

レッグ・メイソン＆ 

カンパニー・ 

エルエルシー 

 

 

米国 

メリーランド州 

ボルティモア 

 

米ドル

1

 

サービス業

 

－ 

 

－ 

 

調査費・ 

諸経費の 

支払 

 

54,408 

 

未払

費用

862

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

レッグ・メイソン・ 

テクノロジー・ 

サービス・インク 

 

 

米国 

メリーランド州 

ボルティモア 

 

-

 

サービス業

 

－ 

 

サービス

契約 

 

諸経費の 

支払 

千円 

15,282 

 

- 

千円

-

 

同一の親 

会社を持 

つ会社 

 

ブランディワイン・ 

グローバル・ 

インベストメント・ 

マネジメント・ 

エルエルシー 

 

 

米国 

ペンシルバニア州 

フィラデルフィア 

-

 

金融業

 

－ 

 

投資顧問

契約 

 

委託調査費 

の支払 

（注１） 

千円 

418,885 

 

 

未払

費用

千円

234,787

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

（注１）委託調査費の支払は国内投信及び国内年金に係る運用・助言業務の再委託に対する支払であり

ます。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。 

（注２）その他営業収益の内容はグループで発行しているファンドの販売支援等のサービス費でありま

す。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。 

（注３）取引金額には消費税を含めておりません。期末残高には消費税を含めております。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（１）親会社情報 

レッグ・メイソン・インク （ニューヨーク証券取引所に上場） 

 

（１株当たり情報） 

 

第12期事業年度 第13期事業年度 

（自 平成21年4月1日  至 平成22年3月31日） （自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日）

１株当たり純資産額           20,688円24銭 

１株当たり当期純損失金額        910円57銭 

 

(注)１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎

は以下の通りであります。 

当期純損失                 71,269千円 

普通株式に帰属しない金額         - 

普通株式に係る当期純損失   71,269千円 

期中平均株式数                 78千株 

 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

については、1株当たり当期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額           27,321円49銭 

１株当たり当期純利益金額      6,633円26銭 

 

(注)１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

は以下の通りであります。 

当期純利益                519,184千円 

普通株式に帰属しない金額         - 

普通株式に係る当期純利益  519,184千円 

期中平均株式数                 78千株 

 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 
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（重要な後発事象） 

 

第12期事業年度 第13期事業年度 

（自 平成21年4月1日  至 平成22年3月31日） （自 平成22年4月1日  至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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４【利害関係人との取引制限】 

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲

げる行為が禁止されています。 

①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行

うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失

墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。 

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、

もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし

て内閣府令で定めるものを除きます。）。 

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の

親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取

引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま

す。以下④及び⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を

保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体とし

て政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引ま

たは店頭デリバティブ取引を行うこと。 

④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方

針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を

行うこと。 

⑤上記③及び④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ

て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜さ

せるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。 

 

５【その他】 

(1)定款の変更 

定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。 

(2)訴訟事件その他の重要事項 

委託会社及び当ファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生していません。 
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レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 



 

 

運用の基本方針 

 

約款第22条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指し

ます。 

 

２．運用方法 

(１)投資対象 

ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象

とします。 

 

(２)投資態度 

①ＵＢＳオーストラリア債券インデックス（為替ヘッジなし、円換算ベース）を参考指標として運用を行いま

す。 

②豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象としま

す。投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からＡ－／Ａ３以上の格付を付与されたも

のとします。 

③デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の３つの戦略により超過収益の獲得を目指します。 

④シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション（ＳＤＯ）を活用したデュレーション・コントロール

を行います。ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±１年としま

す。 

⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、基準価額は、円と豪ドルとの為

替変動の影響を受けます。 

⑥国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、有価証券指

数等オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係

るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ

ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ

ン取引と類似の取引を行うことができます。 

⑦異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引

を行うことができます。 

⑧金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。 

⑨当初設定並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動向発生も

しくは予想されるとき、並びに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

 

(３)投資制限 

①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％

以内とします。 

②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以内とします。 

③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内としま

す。 

④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内とします。 

⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし

ます。 

⑥同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約

権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら



 

かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新

株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内とし

ます。 

⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

⑧国債、州政府債、またはこれらと同等の信用を有する証券を除き、原則として一発行体の発行する証券

の保有は、純資産総額の10％以内とします。ただし、当初設定時、純資産総額の過少な時期並びに大量

解約の場合等は除くものとします。 

 

３．収益分配方針 

毎決算時（原則として毎月10日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行い

ます。 

①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益(マザーファンドの信託財産に属する利子等収益の

うち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 

②収益分配金額は、原則として繰越分を含めた受取利子・配当収益を中心に、基準価額水準等を勘案して

委託者が決定し、毎月の分配を目指します。ただし、信託約款に定める範囲内で、売買益をも源泉とし

て分配を行うことがあります。また、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わない場合があります。 

③留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行い

ます。 
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追加型証券投資信託 ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド 約款 

 

 

(信託の種類、委託者及び受託者) 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社を委託者と

し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 

②この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第

62号）の適用を受けます。 

 

(信託事務の委託) 

第２条 受託者は、信託法第26条第１項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼

営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を

締結し、これを委託することができます。 

 

(信託の目的、金額及び追加信託の限度額) 

第３条 委託者は、金300億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受け

ます。 

②委託者は、受託者と合意のうえ、金8,000億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追

加信託を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。 

③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

 

(信託期間) 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から第53条第１項及び第２項、第54条第１項、第55条第１項及び

第57条第２項の規定による信託終了の日までとします。 

 

(受益権の取得申込の勧誘の種類) 

第５条 この信託に係る受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当

し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 

 

(当初の受益者) 

第６条 この信託契約締結当初及び追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第７

条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

 

(受益権の分割及び再分割) 

第７条 委託者は、第３条第１項の規定による受益権については300億口を上限として、追加信託によって生じ

た受益権については、これを追加信託のつど第８条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合

には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割でき

るものとします。 

 

(追加信託の価額及び口数、基準価額の計算方法) 

第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じ

た額とします。 

②この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び第32条に規定する

借入有価証券を除きます。)を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財

産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権

総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
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といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国に

おける計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

③第34条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に

よるものとします。 

 

(信託日時の異なる受益権の内容) 

第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第10条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、

株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」

を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託され

る受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振

替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）及び当該振替機

関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振

替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口

座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場

合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合

その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受

益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記

名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発

行の請求を行わないものとします。 

③委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま

たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託

者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記

載または記録を行います。 

④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる

ものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約

の一部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が平成19年１月４日以降と

なるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年１月４日に振替受入簿に記載または記録するよう

申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託

者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権に

係る受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日に係る収益分配金交付票を含みま

す。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代

理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、指定販売会社（委託

者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び委託者の指定

する金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続を

委任することができます。 

 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、

振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

 

(受益権の申込単位及び価額) 

第12条 指定販売会社は、第７条第１項の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、指定販売会社

がそれぞれ別に定める申込単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、指

定販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款等を含



3 

むものとします。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し

ては、１口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。 

②前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託

の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数

の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金（第３項の受益権

の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得

申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

③第１項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、当該基準価額に手数料及び当該

手数料に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を加算した

価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る当該基準価額は、１口につき１円とし

ます。 

④前項の手数料の額は、指定販売会社がそれぞれ別に定める2.5％以内の率を基準価額に乗じて得た額とし

ます。 

⑤前各項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、１口

の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。その場合の受益権の価額は、第44条

に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

⑥指定販売会社は、第50条第２項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合を除くほか、取得申込日

がシドニー先物取引所、シドニーの銀行休業日またはメルボルンの銀行休業日にあたる場合には、受益

権の取得申込に応じないものとします。 

⑦前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品

取引所の開設する取引所金融商品市場（金融商品取引法第２条第17項に規定するものをいいます。）及

び金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のう

ち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場及

び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替

取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止すること及びすでに

受付けた取得申込の受付を取消すことができます。 

⑧前項により、受益権の取得申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日

の受益権の取得申込を撤回できます。ただし、受益者がその受益権の取得申込を撤回しない場合には、

当該受益権の取得申込の価額は、当該受付中止を解除した最初の基準価額の計算日に受益権の取得申込

を受付けたものとして、第３項の規定に準じて計算された価額とします。 

 

(受益証券の種類) 

第13条 （削除） 

 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

②前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減

少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するもの

とします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口

座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが

い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

③委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され

ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい

て、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停

止期間を設けることができます。 

 

（受益権の譲渡の対抗要件） 
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第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託

者に対抗することができません。 

 

(無記名式の受益証券の再交付) 

第16条 （削除） 

 

(記名式の受益証券の再交付) 

第17条 （削除） 

 

(受益証券を毀損した場合等の再交付) 

第18条 （削除） 

 

(受益証券の再交付の費用) 

第19条 （削除） 

 

(投資の対象とする資産の種類) 

第20条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める

ものをいいます。以下同じ。) 

(ｲ)有価証券 

(ﾛ)デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。）に係る権利のうち、

次に掲げる権利 

(1)有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同

じ。）に係る権利 

(2)有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。

以下同じ。）に係る権利 

(3)有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。

以下同じ。）に係る権利 

(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引に

係る権利 

(5)有価証券先渡取引（金融商品取引法第28条第８項第４号イに掲げるものをいいます。）に係

る権利 

(6)有価証券店頭指数等先渡取引（金融商品取引法第28条第８項第４号ロに掲げるものをいいま

す。）に係る権利 

(7)有価証券店頭オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第４号ハ及びニに掲げるものを

いいます。）に係る権利 

(8)有価証券店頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第８項第４号ホに掲げるものをい

います。）に係る権利 

(9)金融先物取引（証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（平成 18 年法第 66 号）第 1 条の規定による廃止前の金融先物取引法（昭和 63 年法第

77号）第２条第１項に規定するものをいいます。以下同じ。）に係る権利 

(10)金融デリバティブ取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内

閣府令（平成19 年内閣府令第61号）第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に

関する法律施行規則（平成12年総理府令第129号）第４条各号に規定するものをいい、金融

先物取引を除きます。）に係る権利（(1)から(8)までに掲げるものに該当するものを除きま

す。） 

(ﾊ)金銭債権 

(ﾆ)約束手形 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 
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(ｲ)為替手形 

 

(運用の指図範囲等) 

第21条 委託者は、信託金を、主としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託であるＬＭ・豪ドル債券マザーフ

ァンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券並びに次の有価証券（金融商品取引法第２条

第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図

します。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付

社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。) 

６．特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。) 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第２条第１項第６号で定める

ものをいいます。) 

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいま

す。) 

９．特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。) 

10．コマーシャル・ペーパー 

11．新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予

約権証券 

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま

す。) 

14．投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。) 

15．外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。) 

16．オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有

価証券に係るものに限ります。) 

17．預託証書(金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。) 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に限ります。） 

20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に表示されるべきもの 

22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

なお、第１号の証券または証書、第12号及び第17号の証券または証書のうち第１号の証券または証書の

性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券並びに第12号及び第17号の証券

または証書のうち、第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号

及び第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

②前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用

上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む前条第１号(ﾛ)から(ﾆ)ま

でに掲げる特定資産及び前条第２号に掲げる資産により運用することの指図ができます。 

③委託者は、信託財産に属する株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）の時価総額が、

信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 

④委託者は、信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額

の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 
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⑤委託者は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純

資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 

 

(運用の基本方針) 

第22条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行い

ます。 

 

(投資する株式等の範囲) 

第23条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に上場さ

れている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発

行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受

権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。 

②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論

見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図

することができるものとします。 

 

(同一銘柄の株式等への投資制限) 

第24条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の

100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 

②委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の

純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 

 

(信用取引の指図範囲) 

第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること

の指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行

うことの指図をすることができるものとします。 

②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことがで

きるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 

１．信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券 

２．株式分割により取得する株券 

３．有償増資により取得する株券 

４．売出しにより取得する株券 

５．信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第１

項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ

ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341

条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社

債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券 

６．信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に

属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行

使により取得可能な株券 

 

(先物取引等の運用指図) 

第26条 委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オ

プション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図を

することができます。また、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指

数等オプション取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に

含めて取扱うものとします(以下同じ。)。 

１．先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価

証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
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ヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーフ

ァンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券

の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。 

２．先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の

組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券及びマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券の

うち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザ

ーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得

た額をいいます。)を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信

託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金とマザーファンドが限

月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵

当証券の利払金及び償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファン

ド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸

付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金の割合を乗じ

て得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係

る利払金及び償還金等並びに第21条第２項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額とマ

ザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金並びに第21条第２項に掲げ

る預金及びコール・ローンで運用している額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す

るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーフ

ァンドが限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに第21条第２項に掲げる預

金及びコール・ローンで運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とし

ます。 

３．コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に

係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とし

ます。 

②委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけ

るこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。 

１．先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せて、

ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外

貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益

証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の

時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。 

２．先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、

外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。 

３．コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時

点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション

取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲

内とします。 

③委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけ

るこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。 

１．先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利

商品(信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金及び償還金等並びに第21条第２項に掲げ

る預金及びコール・ローンで運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)

の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に

属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信

託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)

の合計額の範囲内とします。 

２．先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに

受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに第21条第２項に掲げる預金及びコール・ロー

ンで運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。た
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だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から

保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公

社債、組入外国貸付債権信託受益証券並びに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金及び償還金を

加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月

までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金及び償還金等を加えた額を限度とします。 

３．コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時

点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプシ

ョン取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない

範囲内とします。 

 

(スワップ取引の運用指図) 

第27条 委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと

に交換する取引(以下｢スワップ取引｣といいます。)を行うことの指図をすることができます。 

②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条に定める信託期間を超え

ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで

はありません。 

③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファン

ドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額

(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資

産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し

て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者

は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。 

④前項においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する

とみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンド

の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて

得た額をいいます。 

⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの

とします。 

⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供

あるいは受入れの指図を行うものとします。 

 

(金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図) 

第28条 委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

②金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第４条に定める

信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ

てはこの限りではありません。 

③金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファン

ドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額

(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総

額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、

金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、

速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。 

④為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファン

ドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額

(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総

額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、

為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、

速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。 
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⑤前２項においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の総額のう

ち、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡

取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ

ンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

⑥金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価

額で評価するものとします。 

⑦委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと

きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

⑧本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」

といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期

間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく

債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日に

おける当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日

数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値

に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

⑨本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係

る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の

関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ

幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示

す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日

における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額

を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはそ

の取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引い

た値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済

日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差

金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日におけ

る現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

 

(同一銘柄の転換社債等への投資制限) 

第29条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債の

時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 

 

(有価証券の貸付の指図及び範囲) 

第30条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を

次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計

額を超えないものとします。 

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社

債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当す

る契約の一部の解約を指図するものとします。 

③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

 

(公社債の空売りの指図範囲) 

第31条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財

産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、

公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をす

ることができるものとします。 

②前項の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 
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③信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超

えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するため

の指図をするものとします。 

 

(公社債の借入れ) 

第32条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが

できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の

指図を行うものとします。 

②前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を

超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を

返還するための指図をするものとします。 

④第１項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。 

 

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) 

第33条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合

には、制約されることがあります。 

 

(外国為替予約の指図) 

第34条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託

財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買

の予約を指図することができます。 

②前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総

額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい

います。 

 

(信託業務の委託等) 

第35条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の

委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人（金融機関の信託

業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。

以下この条において同じ。）を含みます。）を委託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制

が整備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

②受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合してい

ることを確認するものとします。 

③前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受託者

及び委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとしま

す。 

１．信託財産の保存に係る業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る

業務 

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

 

(有価証券の保管) 

第36条 （削除） 



11 

 

(混蔵寄託) 

第37条 金融機関または金融商品取引業者等（金融商品取引法第２条第９項に規定する者及び外国の法令に準

拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金及び

償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金

証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者等が保管契約を締結した

保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

 

(信託財産の登記等及び記載等の留保等) 

第38条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることと

します。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

②前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やか

に登記または登録をするものとします。 

③信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の

記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。

ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明ら

かにする方法により分別して管理することがあります。 

 

(一部解約の請求及び有価証券売却等の指図) 

第39条 委託者は、信託財産に属するマザーファンド受益証券に係る信託契約の一部解約の請求並びに信託財

産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

 

(再投資の指図) 

第40条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金及び売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分

配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

 

(資金の借入れ) 

第41条 委託者は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金

の支払い資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行わないものとします。 

②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 

１．一部解約金の支払い資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している

資金の額の範囲内 

２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払い資金の不足額の範囲内 

３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内 

③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。 

④借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

 

(損益の帰属) 

第42条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。 

 

(受託者による資金の立替え) 

第43条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の

申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

②信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当

金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれ

を立替えて信託財産に繰入れることができます。 
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③前２項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めま

す。 

 

(信託の計算期間) 

第44条 この信託の計算期間は、原則として毎月11日から翌月の10日までとします。ただし、第１計算期間は、

平成15年６月30日から平成15年８月11日までとし、第２計算期間はその翌日より開始するものとします。 

②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」

といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間

が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第４条に定める信託期間の終了日とし

ます。 

 

(信託財産に関する報告) 

第45条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出

します。 

②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提

出します。 

 

(信託事務の諸費用等) 

第46条 信託財産に関する租税及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支

弁します。 

②信託事務に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用（有価証券届出書、有価証券

報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係

る費用）、公告費用、格付費用、受益権の管理事務等に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、

信託財産中から支弁することができます。 

③委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額

の支弁を信託財産から受取ることができます。この場合、委託者は、現に信託財産のために支払った金

額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実

際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、

実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。 

④前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮

して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更す

ることができます。 

⑤第３項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第44条に規定する

計算期間を通じて毎日計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等に相当する

金額（以下「消費税等相当額」といいます。）とともに信託財産中より支弁します。 

⑥第１項及び第２項に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費

用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ委託者の合理的判断によりこの信託に関連して生じた

と認めるものを含みます。 

 

(信託報酬等の総額) 

第47条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第44条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産

総額に年10,000分の125の率を乗じて得た額とします。 

②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託

者との間の配分は別に定めます。 

③第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 

 

(収益の分配方式) 

第48条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 
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１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額とマ

ザーファンドの信託財産に属する利子等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし利

子等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当

額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてる

ため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。 

２．売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし利子等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」

といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金

のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、

次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。 

②前項第１号におけるみなし利子等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る利子等収益の額にマザー

ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合

を乗じて得た額をいいます。 

③毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

 

(収益分配金、償還金及び一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責) 

第49条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託終了

時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については、第50条

第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第50条第４項に規定する支払日までに、そ

の全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金及び一部解約金を払い

込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

(収益分配金、償還金及び一部解約金の支払い) 

第50条 委託者は、収益分配金を毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日

において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間

の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る

計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または

記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、平成19年１

月４日以降においても、第51条に規定する時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効

力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。 

②前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託

者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、

収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資

に係る受益権の取得の申込みに応じます。当該再投資により増加した受益権は、第10条第３項の規定に

したがい、振替口座簿に記載または記録されます。 

③委託者は、償還金を信託終了後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等

の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権

に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため

指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）

に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託

の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振

法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。ま

た、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託者の指定する

日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。 

④委託者は、一部解約金を第52条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日

目から当該受益者に支払います。 

⑤前各項(第２項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払いは、指定販売会社

の営業所等において行うものとします。 
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⑥収益分配金、償還金及び一部解約金に係る収益調整金は、原則として各受益者毎の信託時の受益権の価

額等に応じて計算されるものとします。 

⑦前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時

の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収

益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」

とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平

均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

 

(収益分配金及び償還金の時効) 

第51条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しな

いとき、並びに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支払開始日から10年間その支払

いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

 

(信託の一部解約) 

第52条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求すること

ができます。 

②前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がシドニー先物取引所、シドニーの銀行休業日また

はメルボルンの銀行休業日にあたる場合は、当該請求には応じないものとします。 

③委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。な

お、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当

該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益

権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい

て当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

④第１項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 

⑤平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販

売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受

益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月４日前に行われる当該請求について

は、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。 

⑥委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、

第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の

受付を取消すことができます。 

⑦前項により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った

当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな

い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に

一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第４項の規定に準じて計算された価額とします。 

⑧前各項の規定にかかわらず、信託財産の資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動

性の状況等によっては、委託者は、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設けること及び純資産

総額に対し一定の比率を超える一部解約の実行の請求に制限を設けることができます。 

 

（質権口記載または記録の受益権の取り扱い） 

第52条の２ 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、

一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、この約款によるほか、民

法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

 

(信託契約の解約) 

第53条 委託者は、第４条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利である

と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約

し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする

旨を監督官庁に届出ます。 
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②委託者は、マザーファンドを投資対象とするすべての証券投資信託の信託財産の純資産総額の合計額が

30億円を下回った場合、または当該証券投資信託の信託財産の純資産総額が20億円を下回った場合には、

受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託者は、

あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。 

③委託者は、前２項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載し

た書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべ

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

④前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨

を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

⑤前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、

第１項及び第２項の信託契約の解約をしません。 

⑥委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、

これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対し

て書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

⑦第４項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であ

って、第４項の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用

しません。 

 

(信託契約に関する監督官庁の命令) 

第54条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約

を解約し信託を終了させます。 

②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第60条の規定にしたが

います。 

 

(委託者の登録取消等に伴う取扱い) 

第55条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者

は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

②前項の規定にかかわらず、監督官庁が、この信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に

引継ぐことを命じたときは、この信託は、第60条第４項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社

と受託者との間において存続します。 

 

(委託者の事業譲渡及び承継に伴う取扱い) 

第56条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を

譲渡することがあります。 

②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関

する事業を承継させることがあります。 

 

(受託者の辞任及び解任に伴う取扱い) 

第57条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場

合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求すること

ができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第60条の規定

にしたがい、新受託者を選任します。 

②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

(受託者の変更) 

第58条 （削除） 

 

(受託者の変更に伴う取扱い) 

第59条 （削除） 
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(信託約款の変更) 

第60条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者

と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及び

その内容を監督官庁に届出ます。 

②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨

及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に

対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として公告を行いません。 

③前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨

を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、

第１項の信託約款の変更は行いません。 

⑤委託者は、当該信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、か

つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に

対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

 

(反対者の買取請求権) 

第61条 第53条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第53条

第４項または前条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己

に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。当該買取請求権の内

容及び買取請求の手続に関する事項は、第53条第３項または前条第２項に規定する公告または書面に付

記します。 

 

(公告) 

第62条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

(信託約款に関する疑義の取扱い) 

第63条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

（付則） 

第１条 平成18年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条から第19条の規定及び受益権と読み替えら

れた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なお

その効力を有するものとします。 

 

 

信託契約締結日 平成15年６月30日 

 

委託者 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 

受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 




